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内国歳入局（以下、「IRD」）は、今年の香港公認会計士協会（以下、「HKICPA」）との年次
会合において、香港個人・法人が香港で行う活動を通じて、その非香港関連者が法的に所
有している知的財産（以下、「IP」）の価値に貢献した場合の移転価格（以下、「TP」）の問題
について、セクション15Fに基づいてどのように扱うかを次のように説明しました。

► セクション15Fは、セクション50AAFに含まれる一般的な移転価格規定の適用に先立つ
特定のみなし条項であり、後者は関連当事者間のすべての種類の取引に適用される。

► 香港個人・法人の非香港関連者がIPを法的に所有するとしても、当該香港個人・法人が
サービス・プロバイダーとして香港で行う研究開発（以下、「R&D」）活動がリスクを伴わ
ないと想定する場合、セクション15Fが適用される可能性は低いと考えられる。

上述の説明にもかかわらず、セクション15Fに基づく香港の賦課に関連する紛争は、複雑
な税務上の問題及びTPの問題を伴う可能性がありますので、必要に応じ、税務専門家に
アドバイスを求める必要があります。

IRDが、知的財産に関するセクション15Fのみなし条項の運用に
ついて説明
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HKICPAの質問

今年のIRDとの年次会合において、HKICPAはセクション
15Fに関連して以下の2つの質問を提起しました。

i. 内国歳入法（以下、「IRO」）のセクション15Fに含ま
れる特定のみなし条項が、IROのセクション50AAF
に含まれる一般的な移転価格規則（すなわち、TP
ルール1）とどのように相互作用するか。

ii. 香港個人・法人が業務受託者として、その非香港関
連者が法的に所有するIPのR&D業務を香港で行っ
た場合、セクション15Fが適用されるかどうか。その
中で、HKICPAは特に、経済協力開発機構（以下、
「OECD」）が実施した、税源浸食・利益移転イニシア
チブに関する「行動8～10：2015年最終報告書」の
第VI章の別添の設例14について言及した。

価値創造と一致する移転価格算定結果の確保を目的と
した「行動8～10：2015年最終報告書」により、2017年
にOECD移転価格ガイドライン（以下、「TPG」）の改訂が
行われました。2017年のTPGは、IPの法的所有自体が、
当該IPの活用から生じる利益に対する権利を付与する
わけではないと述べています。その代わり、IPからの経
済的利益は、当該IPの開発、強化、維持、保護、活用（以
下、「DEMPE」） という重要な価値創造機能を果たし、そ
れらの機能に関連するリスクを引き受けて管理する事業
体に帰属します。

香港は2018年、2017年のTPGに記載された原則を、関
連当事者間のあらゆる種類の取引に関するセクション
50AAFに組み込む形で、「行動8～10：2015年最終報
告書」に記載された推奨事項を実施しました。

また、IP取引に関し、セクション15Fで特定の条項が制定
され、香港個人・法人が香港で行った活動を通じ、その非
香港関連者のIPに関する価値創造に貢献した場合、当
該IPから生じる利益の一部が当該香港個人・法人の所
得とみなされ、香港にて課税されます。

IRDの返答

セクション15Fとセクション50AAFとの相互関係

IRDは、IPのDEMPEに関連して、機能の遂行、資産の提
供、リスクの引き受けを通じての価値創造の貢献を香港
で行い、一方でIPの法的所有権は、課税がない、または
低税率の国・地域の非香港居住者である関連者によって
保有されているという事例があることを示しました。

当該IPへの価値創造の貢献は、非香港居住関連者に
よって行われたものではないにもかかわらず、当該IPの
使用又は使用権から発生した、又は受け取った利益が、
当該非香港関連者の居住地国で非課税または低税率で
の課税となっています。一方で、香港で行った価値創造
の貢献に対して、当該香港個人・法人が独立企業間収
益を受け取っていません。

セクション15Fは、上記のような濫用的な取扱いに対
処するために制定されたものであり、香港個人・法人
の価値創造の貢献に起因するIPの使用又は使用権
から得られる利益は、香港で行われている貿易、専門
サービス又は事業から発生又は由来したトレーディン
グ利益とみなされます。

当該取決めは、セクション50AAFの一般的な移転価
格条項の範囲内にも入る可能性がありますが、セク
ション15Fは、セクション50AAFの条項のいずれにも
依存せずに適用される、独立したみなし条項です。し
たがって、セクション15Fの条項に該当する場合、積
極的な措置を講じ、香港で行われた価値創造の貢献
に基づき、独立企業間収益を計算し、当該独立企業
間収益を事業所得税申告で課税対象利益として申告
する必要があります。

IRDは、IROにおける一般条項と特定条項との共存は
目新しいものではないと示しています。特定の特徴を
有する濫用的な取扱いに対抗するために、みなし条
項を適用することが必要です。

セクション15Fの香港のR&D業務受託者への適用可
能性について

IRDは、「行動8～10：2015年最終報告書」の第VI章
の別添の設例14は、多国籍企業グループの親会社
が海外子会社と契約を締結して特定のR&D活動を有
償で実施する状況に関係していると述べました。

当該親会社は、グループ全体のR&Dプロジェクトの考
案、関連予算の策定・管理、プロジェクトの進捗管理
などを担当していました。その子会社は当該親会社の
指示に従ってR&D活動を行い、その進捗状況を定期
的に親会社に報告するよう求められました。当該親会
社とその子会社との間の契約には、当該子会社が引
き受けるR&D活動に関連するすべてのリスク及び費
用を親会社が負担し、当該子会社が開発したIPは親
会社が登録することが定められています。

IRDは、この設例では、当該子会社がIPのDEMPEに
関連するリスクを想定していなかったため、R&Dサー
ビス・プロバイダーに近いと述べています。親会社が
当該R&Dプロジェクトの管理、考案、予算編成、資金
調達に関連する重要な機能を果たしていることで、親
会社が上述のリスクを負担しています。したがって、
IRDは、セクション15Fが当該子会社に適用される可
能性は低いと判断しました。ただし、当該子会社が
R&Dサービスの提供から得た費用は、セクション
50AAFに基づく独立企業原則に従って計算する必要
があります。

いずれにしても、IRDは、個人・法人が引き受ける機能
とリスク・プロファイルを慎重に分析し、当該個人・法
人がIPの価値創造に対する貢献を香港で行ったかど
うか、及びセクション15Fが適用可能かどうかを判断し
ます。各ケースは、それぞれの事実と状況に基づいて
判断されなければなりません。



論評

弊事務所は、IROのセクション15Fに含まれる特定のみな
し条項及びセクション50AAFに含まれるTPルール1との
相互関係についてのIRDの説明を歓迎しています。

香港納税者の非香港関連者が法的に所有するIPについ
て、当該納税者が業務受託者としてR&D作業のみを香港
で実施する場合、セクション15Fが適用される可能性が
低い、というIRDの指摘が同様に歓迎されます。

納税者はまた、セクション15FがTPルール1から独立して
機能する独立したみなし条項であるにもかかわらず、セク
ション15Fに基づく賦課は、香港納税者とその非香港関
連者との間の移転価格取決めに対する調整とみなされる、
というIRDの指摘にも注意する必要があります。IRDは、
必要に応じ、セクション15Fが香港でどのように機能して
いるかを相手国・地域に説明することを示しました。

このように、（i）非香港関連者のIPから生じた所得が、当
該非香港関連者の居住地国で課税されていても、（ii）そ
の後、セクション15Fにより、同一所得の一部又は全部が
香港納税者の名義で香港の課税対象となることが判明し
た場合、当該非香港関連者の所得の一部又は全部は、
香港と非香港関連者の居住地国で二重課税されることに
なります。

このような状況において、香港が非香港関連者の居住地
国との間で包括的二重課税防止協定（以下、「CDTA」）を
締結している場合、通常、二重課税が当該CDTAに基づ
いて排除されるでしょう。

非香港関連者が当該IPから得られた所得の一部又は全
部は、香港納税者が香港で行ったIPの価値創造への貢
献によるものであるため、当該香港納税者が当然、当該
所得を獲得する権利を有します。このように、非香港関
連者は、CDTAの関連企業（Associated Enterprises）
条項を援用し、セクション15Fに基づき、香港の課税対
象となる所得を非香港関連者の居住地国課税から控除
することが可能です。

香港納税者が香港で行った価値創造の貢献度によって
どれだけの利益が得られるべきかについては異議があ
るため、セクション15Fに基づいて香港で課税されること
になる場合において、（i）当該香港納税者が香港での税
務査定に不服申立を行うか、または（ii）非香港関連者が
CDTAの相互協議条項を援用することにより、当該問題
を解決することが可能です。後者の場合、IRD及び該当
する相手国・地域は、CDTAに規定されたメカニズムの
下で問題解決に努めなければなりません。

上述の説明にもかかわらず、セクション15Fに基づく香
港での賦課に関連する紛争は、複雑な税務上の問題及
びTPの問題を伴う可能性がありますので、必要に応じ、
税務専門家にアドバイスを求める必要があります。
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